
 

森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書 

 

昨年４月、「パリ協定」の枠組みのもと、我が国の温室効果ガスの排出削減や森林災

害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森

林環境譲与税が創設された。 

市町村における譲与税の使途は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進

や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用とされており、２０１９年度は全

国の市町村に約１６０億円が譲与されることとなっており、各市町村に対する譲与基

準は、私有林人工林面積（１０分の５）、林業就業者数（１０分の２）、人口（１０分

の３）に基づき算定されることとなっている。 

全国の市町村への平均譲与額９２０万円／年間に対し、政令指定都市は７倍超の平

均６，８８０万円に上ると見込まれ、全国有数の林業県である大分県を含め、地方部

では譲与税の本来の目的を達成できるだけの事業量確保は難しい状況になるものと思

われる。 

森林を抱える山間部の市町村においては、新たな森林管理システムを活用し、これ

まで様々な課題等により手入れができていなかった森林における間伐・路網等の森林

整備や人材育成、担い手の確保等の取り組みが進められている。一方、森林が少ない

都市部の市町村では、山間部の市町村における森林整備が進むよう、森林・林業への

理解促進につながる木材利用や普及啓発等の取り組みが適切に行われる必要がある。 

森林環境譲与税は、地方が、間伐等の森林吸収源対策に係る安定財源の確保及び森

林整備の円滑な推進を図るために強く要望した経緯があり、私有林人工林面積が大き

く森林整備が必要な自治体に、より多く森林環境譲与税が譲与されるべきである。  

よって、国会及び政府におかれては、下記の事項について国の責任において譲与基

準を再検討し、必要な見直しを講じるよう要望する。 

 

記 

 

１． 新たに温室効果ガスの削減効果を基準項目に追加すること。 

 

２． 私有林人工林面積・林業就業者・温室効果ガスの削減効果に、より配慮した案



 

分割合に見直しすること。 

 

３． 今後政令指定都市を含む全国の市町村における譲与税の活用実績を十分に踏

まえ、森林整備等を真に必要とする市町村に対し、ニーズに見合った譲与が

なされる制度となるようにすること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和２年３月２３日 

大分県中津市議会     
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